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改
正
建
築
物
省
エ
ネ
法
と
そ
の
中
で

の
小
規
模
住
宅
等
に
係
る
建
築
士
・

住
宅
供
給
事
業
者
等
の
役
割･･

･
･

１ 


 

事
務
局
か
ら
の
お
知
ら
せ 

････
･

６ 

  

 

省
エ
ネ
ル
ギ
ー
に
関
す
る
法
律
や
基

準
と
そ
れ
に
関
す
る
制
度
は
昭
和
55

年

住
宅
の
省
エ
ネ
基
準
（
旧
省
エ
ネ
基

準
）
・
平
成
４
年
省
エ
ネ
基
準
（
新
省
エ

ネ
基
準
）
・
平
成
⒒
年
省
エ
ネ
基
準
（
次

世
代
省
エ
ネ
基
準
）
・
平
成
25
年
省
エ
ネ

基
準
（
改
正
省
エ
ネ
基
準
）
と
変
わ
り
、

平
成
27
年
に
は
新
た
に
「
建
築
物
の
エ
ネ

ル
ギ
ー
消
費
性
能
の
向
上
に
関
す
る
法

律
（
建
築
物
省
エ
ネ
法
）
」
が
制
定
さ
れ

た
。
さ
ら
に
平
成
27

年
に
採
択
さ
れ
た

「
パ
リ
協
定
」
を
ふ
ま
え
、
住
宅
・
建
築

物
分
野
に
お
い
て
約
四
割
の

CO2

排
出
量
の

削
減
を
求
め
ら
れ
、
令
和
元
年
５
月
17
日

に
改
正
建
築
物
省
エ
ネ
法
が
公
布
さ
れ
、

令
和
３
年
４
月
に
施
行
さ
れ
た
。
こ
の
改

正
建
築
物
省
エ
ネ
法
で
は
、
住
宅
・
建
築

物
の
規
模
・
用
途
ご
と
の
特
性
を
踏
ま
え

つ
つ
、
よ
り
実
効
性
の
高
い
総
合
的
な
省

エ
ネ
対
策
と
し
て
、
「
中
規
模
の
オ
フ
ィ

ス
ビ
ル
等
の
適
合
義
務
制
度
の
対
象
へ

の
追
加
」
「
戸
建
て
住
宅
等
に
お
け
る
建

築
士
か
ら
建
築
主
へ
の
説
明
義
務
制
度

の
創
設
」
等
の
措
置
が
盛
り
込
ま
れ
る
こ

と
と
な
っ
た
。 

こ
こ
で
は
、「
改
正
建
築
物
省
エ
ネ
法
」

の
内
容
に
つ
い
て
、
特
に
小
規
模
住
宅
の

省
エ
ネ
基
準
に
つ
い
て
取
り
上
げ
て
、
こ

れ
か
ら
住
宅
を
新
築
、
増
改
築
等
を
さ
れ

る
方
の
参
考
に
し
て
頂
け
れ
ば
と
思
い

ま
す
。 

 ●
改
正
建
築
物
省
エ
ネ
法
の
概
要 

 

「
建
築
物
の
エ
ネ
ル
ギ
ー
消
費
性
能
向

上
に
関
す
る
法
律
（
建
築
物
省
エ
ネ
法
）
」

は
規
制
措
置
と
し
て
２
０
０
０
㎡
以
上
の

非
住
宅
建
築
物
を
特
定
建
築
物
と
定
め

省
エ
ネ
基
準
適
合
義
務
・
省
エ
ネ
適
合
性

判
定
を
義
務
化
し
、
建
築
確
認
手
続
き
に

連
動
さ
せ
る
こ
と
に
よ
り
、
実
行
性
を
確

保
さ
せ
た
。 

そ
の
他
の
建
築
物
３
０
０
㎡
以
上
の

建
築
物
の
新
築
、
増
改
築
に
係
る
計
画
は

所
管
行
政
庁
へ
の
届
出
義
務
を
課
し
、
省

エ
ネ
基
準
に
不
適
合
の
場
合
は
必
要
に

応
じ
て
所
管
行
政
庁
が
指
示
・
命
令
を
出

す
。 住

宅
等
に
関
し
て
は
、
住
宅
ト
ッ
プ
ラ

ン
ナ
ー
制
度
に
よ
り
、
一
定
数
以
上
新
築

す
る
事
業
者
（
分
譲
戸
建
住
宅
を
年
間
１

５
０
戸
以
上
供
給
す
る
事
業
者
）
に
対
し

て
、
そ
の
供
給
す
る
建
売
戸
建
住
宅
に
関

す
る
省
エ
ネ
性
能
の
基
準
（
住
宅
ト
ッ
プ

ラ
ン
ナ
ー
基
準
）
を
定
め
、
省
エ
ネ
性
能

の
向
上
を
誘
導
す
る
。
「
住
宅
ト
ッ
プ
ラ

ン
ナ
ー
基
準
」
に
適
合
し
な
い
場
合
は
大

臣
が
勧
告
・
公
表
・
命
令
を
発
す
る
。 

 

誘
導
措
置
と
し
て
「
エ
ネ
ル
ギ
ー
消
費

性
能
の
表
示
」
が
あ
る
。
建
築
物
の
所
有

者
が
、
建
築
物
が
省
エ
ネ
基
準
に
適
合
す

る
こ
と
に
つ
い
て
所
管
行
政
庁
の
認
定

を
受
け
る
と
、
そ
の
旨
の
表
示
を
す
る
こ

と
が
で
き
る
。
ま
た
、
「
省
エ
ネ
性
能
向

上
計
画
の
認
定
、
容
積
率
特
例
」
新
築
又

は
改
修
等
の
計
画
が
、
誘
導
基
準
に
適
合

す
る
こ
と
等
に
つ
い
て
所
管
行
政
庁
の

認
定
を
受
け
る
と
、
容
積
率
特
例
（
省
エ

ネ
性
能
向
上
の
た
め
の
設
備
に
つ
い
て

通
常
の
建
築
物
の
床
面
積
を
超
え
る
部

分
を
不
算
入
（
10
％
を
上
限
）
）
が
あ
る
。 

こ
れ
ら
に
つ
い
て
、
今
回
の
改
正
建
築

物
省
エ
ネ
法
（
令
和
元
年
５
月
17

日
公

布
）
は
、
規
制
措
置
で
は
適
合
義
務
制
度

の
対
象
が
２
０
０
０
㎡
以
上
の
非
住
宅

建
物
か
ら
３
０
０
㎡
以
上
の
非
住
宅
建

物
に
拡
大
さ
れ
、
届
出
義
務
制
度
で
は
住

宅
性
能
評
価
や
Ｂ
Ｅ
Ｌ
Ｓ
等
の
取
得
に
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＋ 

＋ 

よ
り
、
届
出
期
限
を
着
工
の
21
日
前
か
ら

３
日
前
に
短
縮
。
あ
わ
せ
て
指
示
・
命
令

等
の
実
施
を
強
化
。 

住
宅
ト
ッ
プ
ラ
ン
ナ
ー
制
度
の
対
象
を

改
正
前
の
分
譲
戸
建
住
宅
を
年
間
１
５

０
戸
以
上
供
給
す
る
事
業
者
に
加
え
、
注

文
戸
建
住
宅
を
年
間
３
０
０
戸
以
上
供

給
す
る
事
業
者
・
賃
貸
ア
パ
ー
ト
を
年
間

１
０
０
０
戸
以
上
供
給
す
る
事
業
者
も

対
象
と
な
っ
た
。 

新
規
に
「
説
明
義
務
制
度
」
が
創
設
さ

れ
た
。
こ
れ
は
、
３
０
０
㎡
未
満
の
住

宅
・
建
築
物
を
対
象
に
、
設
計
の
際
に
建

築
士
か
ら
建
築
主
に
対
し
て
省
エ
ネ
基
準

へ
の
適
否
等
の
説
明
を
行
う
義
務
を
課
せ

ら
れ
た
。
（
但
し
、
小
規
模
建
築
物
の
建

設
に
係
る
設
計
の
委
託
を
し
た
建
築
主

か
ら
同
項
の
規
定
に
よ
る
評
価
及
び
説

明
を
要
し
な
い
旨
の
意
思
表
明
が
あ
っ

た
場
合
に
つ
い
て
は
適
用
し
な
い
。
） 

誘
導
措
置
で
は
容
積
率
特
例
に
係
る
認

定
制
度
の
対
象
に
複
数
の
建
築
物
の
連

携
に
よ
る
取
組
み
を
追
加
し
た
。 

 ●
住
宅
の
省
エ
ネ
ル
ギ
ー
基
準 

 

現
行
制
度
に
お
い
て
は
、
小
規
模
な
住

宅
・
建
築
物
は
適
合
義
務
や
届
出
義
務
の

対
象
と
な
っ
て
お
ら
ず
、
省
エ
ネ
性
能
向

上
の
努
力
義
務
が
課
せ
ら
れ
て
い
る
。
建

築
主
に
対
す
る
努
力
義
務
と
し
て
求
め

る
水
準
に
つ
い
て
、
「
省
エ
ネ
性
能
の
向

上
」
か
ら
「
省
エ
ネ
基
準
へ
の
適
合
」
に

強
化
す
る
と
と
も
に
、
設
計
の
際
に
建
築

士
か
ら
、
省
エ
ネ
基
準
へ
の
適
否
、
適
合

し
な
い
場
合
は
省
エ
ネ
性
能
確
保
の
た
め

の
措
置
に
つ
い
て
、
建
築
主
に
対
す
る
説

明
を
義
務
付
け
る
こ
と
と
さ
れ
、
こ
れ
に

伴
い
、
小
規
模
な
住
宅
や
建
築
物
に
お
い

て
省
エ
ネ
性
能
に
関
す
る
計
算
が
必
要

と
さ
れ
る
た
め
、
省
エ
ネ
計
算
に
慣
れ
て

い
な
い
建
築
士
や
中
小
工
務
店
の
方
が

省
エ
ネ
計
算
で
き
る
よ
う
、
新
た
に
簡
易

な
計
算
方
法
も
定
め
ら
れ
た
。
そ
こ
で
住

宅
の
省
エ
ネ
基
準
に
お
け
る
計
算
や
評

価
方
法
を
簡
単
に
説
明
す
る
と
、
住
宅
の

省
エ
ネ
ル
ギ
ー
性
能
の
指
標
に
は
、
「
外

皮
性
能
」
と
「
一
次
エ
ネ
ル
ギ
ー
消
費
性

能
」
の
２
つ
の
基
準
が
あ
り
、
主
に
外
皮

性
能
は
「
建
築
に
よ
る
手
法
」
の
技
術
に

よ
り
、
一
次
エ
ネ
ル
ギ
ー
消
費
量
は
「
設

備
（
暖
冷
房
・
換
気
・
照
明
・
給
湯
・
太

陽
光
な
ど
の
エ
ネ
ル
ギ
ー
利
用
効
率
化

設
備
）
に
よ
る
手
法
」
よ
っ
て
、
達
成
す

べ
き
水
準
を
定
め
て
い
ま
す
。
そ
れ
ぞ
れ

の
基
準
に
「
性
能
基
準
」
と
「
仕
様
基
準
」

が
定
め
ら
れ
て
い
ま
す
。
（
下
図
参
照
） 

外
皮
性
能
：
住
宅
の
窓
や
外
壁
な
ど
の
断

熱
性
能
を
評
価
す
る
基
準
。 

一
次
エ
ネ
ル
ギ
ー
消
費
量
：
設
備
機
器
の

エ
ネ
ル
ギ
ー
消
費
量
を
評
価
す
る
基
準 

                    

  

(１)

外
皮
性
能
基
準 

 

外
皮
と
は
、
屋
根
・
天
井
・
外
壁
・
床
・

開
口
部
な
ど
室
内
と
屋
外
で
熱
的
に
境

界
と
な
る
部
位
を
示
し
ま
す
。
外
皮
の
熱

的
性
能
を
評
価
す
る
基
準
に
は
、
熱
的
性

能
を
示
す
「
外
皮
平
均
熱
貫
流
率
Uᴀ
」
と

日
射
遮
蔽
性
能
を
示
す
「
冷
房
期
の
平
均

日
射
熱
取
得
率
Ƞᴀᴄ
」
が
あ
り
、
地
区
区
分

に
応
じ
て
定
め
ら
れ
て
い
る
。
い
ず
れ
も

「
外
皮
面
積
の
合
計
」
で
平
均
し
た
指
標

で
す
。 

１) 

外
皮
平
均
熱
貫
流
率 

外
皮
平
均
熱
貫
流
率
Uᴀ
と
は
、
住
宅
の

内
部
か
ら
屋
根
・
天
井
・
外
壁
・
床
・
開

口
部
な
ど
を
通
過
し
て
外
部
へ
逃
げ
る

熱
量
を
外
皮
全
体
で
平
均
し
た
値
で
、
熱

損
失
の
合
計
を
外
皮
面
積
の
合
計
で
除

し
た
値
で
す
。
（※

図
１
参
照
） 

2)
冷
房
期
の
平
均
日
射
熱
取
得
率 

 

冷
房
期
の
平
均
日
射
熱
取
得
率
Ƞᴀᴄ

と

は
、
窓
か
ら
直
接
侵
入
す
る
日
射
に
よ
る

熱
と
、
屋
根
・
天
井
・
外
壁
な
ど
窓
以
外

か
ら
日
射
の
影
響
で
熱
伝
導
に
よ
り
侵

入
す
る
熱
を
評
価
し
た
指
標
で
す
。
屋

根
・
外
壁
・
窓
な
ど
の
外
皮
の
各
部
位
か

ら
入
射
す
る
日
射
量
を
外
皮
全
体
で
平

均
し
た
値
で
、
冷
房
期
の
日
射
熱
取
得
量

mc
を
外
皮
面
積
の
合
計
∑Α
で
除
し
、 

外皮性能の基準 

性能基準 
●外皮平均熱貫流率の基準 

●冷房期の平均日射熱取得率の基準 

●躯体 ：Ｕ値又はＲ値 

●開口部：Ｕ値及び日射遮蔽仕様 
仕様基準 

●暖冷房 ●換気 ●照明 ●給湯 

●エネルギー利用効率化設備 

●設備の仕様 

※Ｕ＝熱貫流率 Ｒ＝熱抵抗 

一次エネルギー消費の基準 

※Ｕ＝熱貫流率 Ｒ＝熱抵抗 
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×

100
し
た
値
で
す
。
（※

図
２
参
照
） 

  

(2)
一
次
エ
ネ
ル
ギ
ー
消
費
量
基
準 

１) 

判
定 

 

一
次
エ
ネ
ル
ギ
ー
消
費
量
計
算
の
対

象
と
な
る
の
は
、
暖
房
・
冷
房
・
換
気
・

照
明
・
給
湯
に
よ
る
設
備
の
エ
ネ
ル
ギ
ー

消
費
量
と
家
電
等
エ
ネ
ル
ギ
ー
消
費
量
、

お
よ
び
太
陽
光
発
電
な
ど
の
エ
ネ
ル
ギ

ー
利
用
効
率
化
設
備
に
よ
る
一
次
エ
ネ

ル
ギ
ー
消
費
量
の
削
減
量
で
す
。
し
た
が

っ
て
、
評
価
対
象
と
な
る
住
宅
に
お
い
て
、

共
通
条
件
の
下
、
設
計
仕
様
（
省
エ
ネ
手

法
を
加
味
）
で
算
定
し
た
値
（
設
計
一
次

エ
ネ
ル
ギ
ー
消
費
量
）
を
基
準
仕
様
で
算

定
し
た
値
（
基
準
一
次
エ
ネ
ル
ギ
ー
消
費

量
）
以
下
に
す
る
必
要
が
あ
り
ま
す
。
こ

の
場
合
、
家
電
等
に
係
る
一
次
エ
ネ
ル
ギ

ー
消
費
量
は
、
設
計
一
次
エ
ネ
ル
ギ
ー
消

費
量
と
基
準
一
次
エ
ネ
ル
ギ
ー
消
費
量

の
両
方
に
同
じ
値
が
加
算
さ
れ
ま
す
。 

2) 

Ｂ
Ｅ
Ｉ 

 

省
エ
ネ
ル
ギ
ー
性
能
仕
様
に
Ｂ
Ｅ
Ｉ

（
Ｂ
ｕ
ｉ
ｌ
ｄ
ｉ
ｎ
ｇ 

Ｅ
ｎ
ｅ
ｒ
ｇ
ｙ 

Ｉ
ｎ
ｄ
ｅ
ｘ
）
が
あ
り
ま
す
。
Ｂ
Ｅ
Ｉ
は
、

基
準
一
次
エ
ネ
ル
ギ
ー
消
費
量
に
対
す

る
設
計
一
次
エ
ネ
ル
ギ
ー
消
費
量
の
割

合
の
こ
と
で
、
「
設
計
一
次
エ
ネ
ル
ギ
ー

消
費
量
（
家
電
等
を
除
く
）
／
基
準
一
次

エ
ネ
ル
ギ
ー
消
費
量
（
家
電
等
を
除
く
）
」

で
あ
ら
わ
さ
れ
ま
す
。
前
述
の
判
定
と
は

異
な
り
家
電
等
エ
ネ
ル
ギ
ー
消
費
量
を

除
い
て
評
価
し
ま
す
。
Ｂ
Ｅ
Ｉ
の
値
が
小

さ
い
ほ
ど
省
エ
ネ
ル
ギ
ー
で
す
。 

左
図
が
一
次
エ
ネ
ル
ギ
ー
消
費
性
能
の

判
定
と
Ｂ
Ｅ
Ｉ
を
表
し
た
も
の
で
す
。
Ｂ 

 

Ｅ
Ｉ
の
省
エ
ネ
基
準
は
1.0
以
下
、
誘
導
基

準
は
0.9
以
下
（
住
宅
）
と
さ
れ
て
い
ま
す
。 

図１ 図２ 
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●
戸
建
住
宅
の
評
価
方
法 

 
戸
建
住
宅
の
評
価
方
法
に
は
「
標
準
計

算
ル
ー
ト
」
「
簡
易
計
算
ル
ー
ト
【
外
皮

面
積
を
計
算
し
な
い
方
法
】
」
「
簡
易
計

算
ル
ー
ト
【
モ
デ
ル
住
宅
法
】
」
「
仕
様

ル
ー
ト
」
４
つ
の
ル
ー
ト
が
あ
り
、
そ
れ

ぞ
れ
に
つ
い
て
、
省
エ
ネ
基
準
に
基
づ
く

各
評
価
方
法
の
概
要
は
左
図
の
よ
う
に

な
っ
て
い
る
。 

 

(１)

標
準
計
算
ル
ー
ト 

１) 

外
皮
性
能
計
算 

 

前
述
し
た
外
皮
性
能
計
算
と
同
様
で
、

評
価
対
象
住
宅
の
部
位
ご
と
に
計
算
し

た
外
皮
面
積
や
長
さ
、
性
能
値
、
係
数
等

を
用
い
て
外
皮
性
能
を
求
め
る
方
法
で

す
。
簡
易
計
算
ル
ー
ト
に
比
べ
、
正
確
な

外
皮
性
能
を
算
出
す
る
こ
と
が
で
き
ま

す
。
一
般
的
に
は
計
算
プ
ロ
グ
ラ
ム
な
ど

計
算
ソ
フ
ト
を
用
い
ま
す
。
当
該
住
宅
の

住
宅
全
体
の
性
能
水
準
を
数
値
で
知
る

こ
と
が
で
き
る
。 

2) 

一
次
エ
ネ
ル
ギ
ー
消
費
量
計
算 

 

評
価
対
象
住
宅
の
一
次
エ
ネ
ル
ギ
ー

消
費
量
を
（
国
研
）
建
築
研
究
所
が
イ
ン

タ
ー
ネ
ッ
ト
で
公
開
し
て
い
る
専
用
の

Ｗ
ｅ
ｂ
プ
ロ
グ
ラ
ム
「
エ
ネ
ル
ギ
ー
消
費

性
能
計
算
プ
ロ
グ
ラ
ム
（
住
宅
版
）
」
を

用
い
て
評
価
し
ま
す
。
当
該
住
宅
の
住
宅

全
体
の
一
次
エ
ネ
ル
ギ
ー
消
費
量
を
数

値
で
知
る
こ
と
が
で
き
ま
す
。
後
述
の

「
仕
様
ル
ー
ト
」
と
異
な
り
、
設
備
仕
様

が
限
定
さ
れ
て
お
ら
ず
当
該
住
宅
の
熱

的
性
能
と
設
置
す
る
設
備
の
性
能
を
入

力
し
て
計
算
す
る
こ
と
が
で
き
る
の
で
、

「
仕
様
ル
ー
ト
」
に
比
べ
選
択
肢
の
幅
が

広
が
る
。 

(2)
簡
易
計
算
ル
ー
ト
【
外
皮
面
積
を
計
算

し
な
い
方
法
】 

１) 

外
皮
性
能
計
算 

 

外
皮
面
積
を
計
算
せ
ず
に
、
各
部
位

（
屋
根
・
天
井
・
外
壁
・
開
口
部
・
床
・

基
礎
等
）
の
性
能
値
だ
け
を
求
め
簡
単
な

式
に
代
入
し
計
算
す
る
こ
と
で
、
「
外
皮

平
均
熱
貫
流
率
Uᴀ
」
、
「
冷
房
期
の
平
均

日
射
熱
取
得
率
Ƞᴀᴄ
」
、
「
暖
房
期
の
平
均

日
射
熱
取
得
率
Ƞᴀᴎ
」
を
求
め
る
方
法
で
す
。

標
準
計
算
ル
ー
ト
よ
り
簡
単
に
計
算
で

き
ま
す
が
、
外
皮
性
能
は
低
く
算
出
さ
れ

ま
す
。 

2) 

一
次
エ
ネ
ル
ギ
ー
消
費
量
計
算 

 

詳
細
計
算
ル
ー
ト
と
同
様
で
、
当
該
住

宅
の
一
次
エ
ネ
ル
ギ
ー
消
費
量
を
（
国

研
）
建
築
研
究
所
が
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
で

公
開
し
て
い
る
専
用
の
Ｗ
ｅ
ｂ
プ
ロ
グ

ラ
ム
「
エ
ネ
ル
ギ
ー
消
費
性
能
計
算
プ
ロ

グ
ラ
ム
（
住
宅
版
）
」
を
用
い
て
評
価
し

ま
す
。
当
該
住
宅
の
住
宅
全
体
の
性
能
水

準
を
数
値
で
知
る
こ
と
が
で
き
ま
す
。 

(3) 

簡
易
計
算
ル
ー
ト
【
モ
デ
ル
住
宅
法
】 

 

こ
れ
ま
で
よ
り
も
簡
単
に
省
エ
ネ
基

準
の
適
否
を
計
算
で
き
る
方
法
が
新
た

に
追
加
さ
れ
、
手
計
算
で
で
き
る
ル
ー
ト

で
あ
り
、
他
の
計
算
ル
ー
ト
に
比
べ
て
簡

単
に
評
価
で
き
ま
す
が
、
安
全
側
の
評
価
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結
果
に
な
る
の
で
、
適
合
す
る
た
め
に
は
、

よ
り
高
性
能
な
仕
様
が
求
め
ら
れ
る
。 

１) 
外
皮
性
能
計
算 

 

地
域
区
分
（
１
～
８
地
区
）
、
構
造
（
木

造
、
Ｒ
Ｃ
造
、
Ｓ
造
）
、
断
熱
工
法
（
床

断
熱
、
基
礎
断
熱
）
等
に
応
じ
て
複
数
の

計
算
シ
ー
ト
が
あ
る
。
該
当
す
る
計
算
シ

ー
ト
を
選
択
し
、
手
順
に
則
っ
て
各
建
材

メ
ー
カ
ー
の
カ
タ
ロ
グ
等
に
掲
載
さ
れ

て
い
る
熱
貫
流
率
な
ど
の
値
を
転
記
し
、

四
則
演
算
す
る
こ
と
で
、
「
外
皮
平
均
熱

貫
流
率
Uᴀ
」
、
「
冷
房
期
の
平
均
日
射
熱

取
得
率
Ƞᴀᴄ
」
、
「
暖
房
期
の
平
均
日
射
熱

取
得
率
Ƞᴀᴎ
」
を
算
出
で
き
、
外
皮
基
準
の

適
否
を
確
認
す
る
こ
と
が
で
き
る
。 

2) 

一
次
エ
ネ
ル
ギ
ー
消
費
量
計
算 

 

地
域
区
分
（
１
～
８
地
区
）
、
暖
房
方

式
（
連
続
運
転
、
間
歇
運
転
）
等
に
応
じ

て
複
数
の
計
算
シ
ー
ト
が
あ
る
。
該
当
す

る
計
算
シ
ー
ト
を
選
択
し
、
手
順
に
則
っ

て
各
設
備
の
種
類
を
選
択
し
、
そ
の
ポ
イ

ン
ト
を
合
算
す
る
こ
と
で
、
一
次
エ
ネ
ル

ギ
ー
消
費
量
基
準
の
適
否
を
確
認
す
る

こ
と
が
で
き
る
。 

(4) 

仕
様
ル
ー
ト 

１) 

外
皮
仕
様 

 

評
価
対
象
住
宅
の
外
皮
の
各
部
位
の

仕
様
が
、
定
め
ら
れ
た
基
準
に
合
致
し
て

い
る
か
を
照
合
し
て
評
価
す
る
方
法
で
、

「
躯
体
の
断
熱
性
能
」
と
開
口
部
比
率
に

応
じ
た
「
開
口
部
の
断
熱
性
能
と
日
射
遮

蔽
性
能
」
が
定
め
ら
れ
て
い
る
（
開
口
部

比
率
を
出
す
に
は
外
皮
面
積
計
算
が
必

要
で
す
）
。
一
定
の
高
い
性
能
の
開
口
部

の
場
合
、
開
口
部
比
率
を
計
算
し
な
く
て

も
評
価
す
る
こ
と
が
で
き
る
。 

2) 

設
備
仕
様 

 

設
備
の
仕
様
が
定
め
ら
れ
た
基
準
に

合
致
し
て
い
る
か
を
照
合
し
て
評
価
す

る
方
法
で
、
設
備
機
器
の
う
ち
、
「
暖
房
」

「
冷
房
」
「
給
湯
」
「
換
気
」
「
照
明
」

の
仕
様
が
定
め
ら
れ
て
い
る
。
計
算
ル
ー

ト
に
比
べ
、
選
択
肢
が
限
定
さ
れ
る
。 

 

以
上
４
つ
ル
ー
ト
の
い
ず
れ
か
を
用

い
て
、
戸
建
住
宅
で
は
、
新
築
等
に
係
る

設
計
の
際
に
は
、
省
エ
ネ
基
準
に
お
い
て

の
計
算
・
評
価
を
行
う
。
ま
た
、
非
住
宅

で
は
評
価
方
法
に
若
干
の
違
い
は
あ
る

が
、
住
宅
、
非
住
宅
に
か
か
わ
ら
ず
３
０

０
㎡
未
満
の
建
築
物
で
あ
れ
ば
新
築
・
増

改
築
（
10
㎡
以
下
は
対
象
外
）
の
際
に
は

「
改
正
建
築
物
省
エ
ネ
法
」
に
よ
り
、
省

エ
ネ
基
準
へ
の
適
否
・
省
エ
ネ
基
準
に
適

合
し
な
い
場
合
、
省
エ
ネ
性
能
確
保
の
た

め
の
措
置
に
つ
い
て
、
建
築
士
か
ら
建
築

主
に
書
面
で
の
説
明
義
務
が
あ
り
、
当
該

書
面
は
建
築
士
法
に
基
づ
く
保
存
図
書

と
し
て
、
15
年
間
保
存
す
る
必
要
が
あ
る
。 

●
住
宅
ト
ッ
プ
ラ
ン
ナ
ー
制
度 

 

冒
頭
の
方
で
も
若
干
触
れ
た
ト
ッ
プ

ラ
ン
ナ
ー
制
度
で
す
が
、
「
改
正
建
築
物

省
エ
ネ
法
で
は
、
一
定
数
の
住
宅
を
供
給

す
る
事
業
者
等
が
供
給
す
る
住
宅
に
関

す
る
基
準
（
住
宅
ト
ッ
プ
ラ
ン
ナ
ー
基

準
）
を
定
め
、
省
エ
ネ
性
能
の
向
上
を
誘

導
す
る
制
度
を
定
め
て
い
る
。
対
象
の
分

譲
戸
建
て
住
宅
１
５
０
戸
以
上
、
注
文
戸

建
住
宅
３
０
０
戸
以
上
、
賃
貸
ア
パ
ー
ト

１
０
０
０
戸
供
給
の
事
業
者
そ
れ
ぞ
れ

の
区
分
で
左
表
に
示
し
た
よ
う
に
、
一
次

エ
ネ
ル
ギ
ー
基
準
で
は
、
建
売
戸
建
事
業

者
０
．
８
５
、
注
文
戸
建
住
宅
０
．
８
、

賃
貸
ア
パ
ー
ト
０
・
９
の
誘
導
基
準
、
外

皮
基
準
に
関
し
て
は
地
域
区
分
に
応
じ

た
基
準
値
以
下
に
な
る
こ
と
を
（
東
京
２

３
区
は
６
地
域
）
を
誘
導
し
て
い
る
。 
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●
省
エ
ネ
住
宅
・
建
築
物
の
新
築
・
改
修

に
対
す
る
支
援
措
置 

 

こ
れ
ま
で
、
建
築
物
省
エ
ネ
法
に
関
す

る
規
制
措
置
・
誘
導
措
置
に
つ
い
て
紹
介

し
て
き
ま
し
た
が
、
省
エ
ネ
住
宅
・
建
築

物
の
新
築
、
改
修
に
よ
る
支
援
措
置
も
あ

る
の
で
、
幾
つ
か
紹
介
し
ま
す
。 

《
新
築
住
宅
を
対
象
と
す
る
支
援
事
業
》

に
は
、
「
地
域
型
住
宅
グ
リ
ー
ン
化
事
業

（
高
度
省
エ
ネ
型
）
へ
の
補
助
」
「
サ
ス

テ
ナ
ブ
ル
建
築
物
等
先
導
事
業
へ
の
補

助
」
「
フ
ラ
ッ
ト
35
Ｓ
で
の
金
利
優
遇
」

「
住
宅
ロ
ー
ン
減
税
・
投
資
型
減
税
（
所

得
税
）
」
「
固
定
資
産
税
、
登
録
免
許
税
、

不
動
産
取
得
税
の
優
遇
措
置
」
「
贈
与
税

非
課
税
措
置
」
な
ど
が
あ
る
。 

《
住
宅
の
改
修
を
対
象
と
す
る
支
援
事

業
》
に
は
、
「
地
域
型
住
宅
グ
リ
ー
ン
化

事
業
（
省
エ
ネ
改
修
型
）
へ
の
補
助
」「
長

期
優
良
住
宅
化
リ
フ
ォ
ー
ム
推
進
事
業

へ
の
補
助
」
「
フ
ラ
ッ
ト
35
リ
ノ
ベ
で
の

金
利
優
遇
」
「
省
エ
ネ
リ
フ
ォ
ー
ム
税
制

の
控
除
」
「
贈
与
税
非
課
税
措
置
」
な
ど

が
あ
る
。
他
に
も
《
新
築
建
築
物
を
対
象

と
す
る
支
援
事
業
》
や
《
建
築
物
の
改
修

を
対
象
と
す
る
支
援
事
業
》
等
が
、
国
の

令
和
２
年
度
予
算
で
あ
り
ま
し
た
が
、
令

和
３
年
度
も
継
続
さ
れ
る
よ
う
で
す
。 

以
上
改
正
建
築
物
省
エ
ネ
法
に
つ
い

て
、
小
規
模
住
宅
を
中
心
に
概
略
を
紹
介

し
て
き
ま
し
た
が
、
こ
れ
か
ら
、
住
宅
を

新
築
、
改
修
さ
れ
る
方
は
、
建
築
士
か
ら

省
エ
ネ
基
準
へ
の
適
合
性
等
（
書
面
交

付
）
に
つ
い
て
説
明
を
受
け
る
こ
と
。
ま

た
、
建
築
主
は
省
エ
ネ
基
準
に
適
合
す
る

よ
う
努
力
義
務
を
法
律
に
よ
り
課
せ
ら

れ
て
い
る
。
ハ
ウ
ス
メ
ー
カ
ー
や
大
手
建

売
業
者
な
ど
か
ら
購
入
す
る
場
合
に
は
、

省
エ
ネ
ト
ッ
プ
ラ
ン
ナ
ー
基
準
を
満
た

し
て
い
る
か
な
ど
の
説
明
を
受
け
る
こ

と
が
大
切
で
あ
り
、
建
築
士
、
建
売
業
者
、

ハ
ウ
ス
メ
ー
カ
ー
な
ど
を
選
ぶ
場
合
の

選
択
肢
の
一
つ
に
す
る
の
も
良
い
か
と

思
い
ま
す
。
い
ず
れ
に
し
て
も
、
省
エ
ネ

は
こ
れ
か
ら
誰
も
が
取
り
組
ま
な
く
て

は
な
ら
な
い
テ
ー
マ
で
あ
る
こ
と
は
確

か
だ
と
思
い
ま
す
。 

 
 
 
 
 
 
 
 

  

 

□
2021
年
度
第
１
回
研
修
会
の
予
告 

次
回
研
修
会
は
、
９
月
25
日
（
土
）
、

品
川
区
立
総
合
区
民
会
館
（
き
ゅ
り
あ

ん
）
に
て
開
催
し
ま
す
。 

 

 

～～
編編
集集
後後
記記
～～  

 

今
回
の
「
楔
」
で
は
住
宅
・
建
築
物
の

省
エ
ネ
法
を
テ
ー
マ
に
し
ま
し
た
が
、
住

宅
の
省
エ
ネ
と
い
え
ば
ゼ
ロ
エ
ネ
ル
ギ

ー
住
宅
が
あ
り
ま
す
。
そ
こ
で
思
い
浮
か

ぶ
の
が
、
住
宅
の
屋
根
な
ど
に
ソ
ー
ラ
ー

パ
ネ
ル
を
設
置
し
て
発
電
し
、
そ
の
住
宅

に
供
給
し
た
り
、
余
れ
ば
売
電
し
た
り
す

る
シ
ス
テ
ム
の
住
宅
で
す
。 

 

東
日
本
大
震
災
の
直
後
、
原
発
事
故
に

よ
る
「
原
発
安
全
神
話
」
が
崩
壊
し
、
政

府
は
太
陽
光
や
風
力
な
ど
の
再
生
可
能

エ
ネ
ル
ギ
ー
の
拡
大
を
目
指
し
、
発
電
し

た
電
気
を
定
額
で
全
量
買
い
取
る
「
固
定

価
格
買
い
取
り
制
度
（
Ｆ
Ｉ
Ｔ
）
」
の
導

入
な
ど
で
そ
の
普
及
を
後
押
し
し
た
。
そ

し
て
、
各
地
に
次
々
と
太
陽
光
発
電
施
設

が
設
置
さ
れ
て
き
た
。
し
か
し
、
今
、
そ

の
太
陽
光
発
電
設
備
の
設
置
が
引
き
起

こ
す
景
観
や
自
然
破
壊
な
ど
の
問
題
が

各
地
で
深
刻
化
し
て
い
る
。
大
規
模
太
陽

光
発
電
所
（
メ
ガ
ソ
ー
ラ
ー
）
に
よ
る
と

思
わ
れ
る
「
土
砂
災
害
」
「
景
観
の
悪
化
」

「
自
然
破
壊
」
等
の
ト
ラ
ブ
ル
が
発
生
し
、

訴
訟
も
お
き
て
い
る
。
す
っ
か
り
迷
惑
施

設
扱
い
さ
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
太
陽
光

発
電
だ
が
、
気
候
変
動
サ
ミ
ッ
ト
で
日
本

の
脱
炭
素
化
を
世
界
に
向
け
て
「
公
約
」

し
た
政
府
は
、
今
後
も
さ
ら
に
普
及
し
て

い
く
見
通
し
を
立
て
て
い
る
。
国
土
の
７

割
弱
を
森
林
が
占
め
る
日
本
で
、
気
候
変

動
と
い
う
問
題
の
た
め
に
、
山
を
削
り
、

森
を
裸
に
し
て
パ
ネ
ル
設
置
す
る
こ
と

は
何
か
矛
盾
し
て
い
る
気
が
し
ま
す
。
都

市
部
の
た
め
に
地
方
を
犠
牲
に
し
て
い

る
よ
う
に
も
思
わ
れ
ま
す
。
エ
ネ
ル
ギ
ー

を
造
る
こ
と
と
同
時
に
エ
ネ
ル
ギ
ー
を

で
き
う
る
限
り
効
率
よ
く
使
う
努
力
も

す
べ
き
で
は
、
そ
の
為
に
も
省
エ
ネ
法
は

必
要
な
の
か
も
し
れ
ま
せ
ん
。
（
Ｈ
・
Ｋ
） 

     

 

会の活動にご協力ください 

 

●会員の種類     ●年会費 

正  会  員 --- 24,000円 

消費者正会員 --- 12,000円 

一 般 会 員  ---  6,000円 

団体一般会員 --- 48,000円 

   

※ご入会の際は事務局まで 

ご連絡ください。 

事
務
局
か
ら
の
お
知
ら
せ 

 


